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非
常
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源
と
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備
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1
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消
防
法
令
で
は
、
屋
内
消
火
栓
設
備
に
関
す

る
基
準
の
細
目（
消
則
12
条
1
項
4
号
）に
、
非

常
電
源
と
し
て「
非
常
電
源
専
用
受
電
設
備
」、

「
自
家
発
電
設
備
」、「
蓄
電
池
設
備
」及
び「
燃

料
電
池
設
備
」が
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
細
か

い
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
他
の
消
防
用

設
備
等
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
こ
の
屋
内
消

火
栓
設
備
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

建
築
基
準
法
令
で
は
、
予
備
電
源
の
詳
細
に

つ
い
て
は
各
設
備
に
係
る
告
示
に
よ
り
規
定
さ

れ
て
お
り
、「
蓄
電
池
」と「
自
家
用
発
電
装
置
」

が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
規
定
だ
け
見
て
い
る
と
、
消
防
法

令
で
い
う「
非
常
電
源
」の
こ
と
を
建
築
基
準
法

令
で
は「
予
備
電
源
」と
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
見

置
義
務
が
あ
っ
た
の
は
、
実
は
排
煙
設
備
だ
け

で
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
39（
1
9
6
4
）年
7

月
に
、
当
時
出
現
が
予
想
さ
れ
た
高
層
建
築
物

に
対
す
る
対
策
と
し
て
、
11
階
以
上
の
部
分
に

設
置
さ
れ
る
屋
内
消
火
栓
設
備
、
ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
設
備
、
誘
導
灯
及
び
非
常
コ
ン
セ
ン
ト
設

備
に
つ
い
て
附
置
義
務
が
課
さ
れ
、
昭
和
44

（
1
9
6
9
）年
3
月
に
は
階
の
制
限
な
く
自
火

報
と
非
常
警
報
設
備
に
附
置
義
務
が
課
さ
れ
、

誘
導
灯
も
同
様
と
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
千

日
デ
パ
ー
ト
ビ
ル
火
災
と
大
洋
デ
パ
ー
ト
火
災

を
契
機
に
お
こ
な
わ
れ
た
昭
和
49（
1
9
7
4
）

年
7
月
の
消
防
法
令
大
改
正
の
際
に
、
屋
内
消

火
栓
設
備
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧

消
火
設
備
等
に
つ
い
て
も
、
階
の
制
限
な
く
附

置
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

消
防
法
令
で
規
定
さ
れ
て
い
る
屋
内
消
火
栓

設
備
や
自
動
火
災
報
知
設
備（
以
下「
自
火
報
」）

に
は
、「
非
常
電
源
」を
附
置
す
る
こ
と
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
ま
す（
消
令
11
条
3
項
1
号
ヘ
、

消
令
21
条
2
項
4
号
な
ど
）。
ま
た
、
建
築
基

準
法
令
で
規
定
さ
れ
て
い
る
非
常
用
の
照
明
装

置
や
非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
は
、「
予
備
電

源
」を
設
け
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す

（
建
基
令
1
2
6
条
の
5
第
1
号
ハ
、
建
基
令

1
2
9
条
の
13
の
3
第
10
項
な
ど
）。

非
常
電
源
の
附
置
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
時
期
は
、
消
防
用
設
備
等
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
い
ま
す
。
昭
和
36（
1
9
6
1
）年
3
月

の
消
防
法
施
行
令
制
定
時
か
ら
非
常
電
源
の
附

非
常
電
源
と
予
備
電
源
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火
災
の
際
に
電
気
の
配
線
や
回
線
が
短
絡
し
て
過

電
流
が
流
れ
常
用
電
源
が
断
た
れ
る
可
能
性
が
あ
る

た
め
、
消
防
・
防
災
設
備
に
は
非
常
用
の
電
源
が
備
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
非
常
用
の
電
源
に
つ
い
て
、
建

築
基
準
法
と
消
防
法
の
違
い
、
非
常
電
源
専
用
受
電

設
備
の
問
題
点
な
ど
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

の
予
備
電
源（
場
合
に
よ
っ
て
は
消
防
・
防
災
設

備
以
外
の
非
常
電
源
も
）を
ま
と
め
て一つ
の
非

常
用
の
自
家
発
電
設
備
と
し
て
設
置
さ
れ
る
こ

と
も
多
い
よ
う
で
す
。

（一般
財
団
法
人
）日
本
内
燃
力
発
電
設
備
協

会
で
は
、
消
防
法
・
建
築
基
準
法
両
法
令
の
自

家
発
電
設
備
関
係
規
定
に
適
合
す
る
自
家
発
電

設
備
を
、「
防
災
用
自
家
発
電
装
置
」と
し
て
認

定
し
て
い
ま
す
。

燃
料
電
池
設
備
の
非
常
電
源
と
し
て
の
特
性

は
、
自
家
発
電
設
備
と
ほ
ぼ
同
様
で
す
。
名
称

は「
電
池
」で
す
が
、
現
在
の
技
術
レ
ベ
ル
で
は

常
用
電
源
か
ら
の
切
り
替
え
に一定
の
時
間
が
か

か
り
ま
す
。
政
府
の「
規
制
改
革
・
民
間
開
放
推

進
3
カ
年
計
画
」の一環
と
し
て
検
討
さ
れ
、
平

成
17（
2
0
0
5
）年
3
月
に
消
防
法
令
上
の

「
非
常
電
源
」と
し
て
自
家
発
電
設
備
と
同
様
の

扱
い
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、

設
置
例
は
少
な
い
よ
う
で
す
。

ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設
備
と
誘
導
灯
に
つ
い

て
は
、「
常
用
電
源
か
ら
の
切
り
替
え
時
に
立
ち

上
が
り
に
時
間
が
か
か
る
」と
い
う
欠
点
を
カ

バ
ー
で
き
る
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
れ
ば
、
自

家
発
電
設
備
や
燃
料
電
池
設
備
も
非
常
電
源
と

多
数
接
続
す
れ
ば
必
要
な
出
力
も
容
量
も
得
ら

れ
る
の
が
大
き
な
利
点
で
す
。

自
家
発
電
設
備
と
燃
料
電
池
設
備
は
、
警
報

系
の
消
防
用
設
備
等（
自
火
報（
消
則
24
条
4
号

イ
）、
ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設
備（
消
則
24
条
の

2
の
3
第
1
項
7
号
イ
）、
非
常
警
報
設
備（
消

則
25
条
の
2
第
2
項
5
号
））及
び
火
災
通
報
装

置（
火
災
通
報
装
置
の
基
準（
平
成
8
年
消
防
庁

長
官
告
示
1
号
）第
3
第
12
号（
3
））並
び
に
誘

導
灯（
消
則
28
条
の
3
第
4
項
10
号
）の
非
常
電

源
と
し
て
は
、
原
則
と
し
て
設
置
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の

設
備
に
つ
い
て
は
、
常
用
電
源
が
断
た
れ
た
場

合
に
立
ち
上
げ
に
多
少
な
り
と
も
時
間
が
か
か

る
こ
と
に一定
の
リ
ス
ク
が
あ
る
、
と
考
え
ら
れ

て
い
る
た
め
で
す
。

自
家
発
電
設
備
は
、
燃
料
を
補
給
す
れ
ば
容

量
に
限
界
が
な
く
、
出
力
が
あ
る
程
度
以
上
の

場
合
は
蓄
電
池
設
備
よ
り
コ
ン
パ
ク
ト
に
で
き

る
、
と
い
う
利
点
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

自
家
発
電
設
備
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
各
種
消

防
用
設
備
等
の
非
常
電
源
と
建
築
基
準
法
関
係

自
家
発
電
設
備
と
燃
料
電
池
設
備

え
ま
す
が
、
省
令
レ
ベ
ル
の
規
定
を
見
る
と
、

自
火
報（
消
則
24
条
の
2
第
4
号
）、
ガ
ス
漏
れ

火
災
警
報
設
備（
消
則
24
条
の
2
の
3
第
1
項

7
号
イ
及
び
消
則
24
条
の
2
の
4
第
3
号
ロ
）

及
び
火
災
通
報
装
置（
火
災
通
報
装
置
の
基
準

（
平
成
8
年
消
防
庁
長
官
告
示
1
号
）第
3
第
12

号
）の
規
定
に
は「
予
備
電
源
」と
い
う
用
語
も

出
て
く
る
の
で
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
で
解

説
し
ま
す
。

ま
ず
、
消
防
法
令
上
の
各
種
の「
非
常
電
源
」

の
特
性
と
取
り
扱
い
に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

消
防
法
令
上
、
非
常
電
源
と
し
て
最
も
汎
用

性
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
の
は
蓄
電
池
設
備
で
、

非
常
電
源
を
必
要
と
す
る
す
べ
て
の
消
防
用
設

備
等
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
、

常
用
電
源
が
断
た
れ
た
場
合
に
、
蓄
電
池
設
備

な
ら（
立
ち
上
げ
に
時
間
を
取
ら
れ
る
こ
と
な

く
）瞬
時
に
非
常
電
源
に
切
り
替
え
る
こ
と
が

で
き
る
た
め
で
す
。
自
火
発
電
設
備
な
ど
に
比

べ
る
と
、
単
体
で
は
パ
ワ
ー
不
足
で
使
用
可
能

時
間（
以
下「
容
量
」）に
も
限
界
が
あ
り
ま
す
が
、

蓄
電
池
設
備
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し
て
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

消
防
法
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
消
防
用
設

備
等
の
非
常
電
源
の
容
量
を
整
理
す
る
と
、
表

1
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
容
量
別
に
整
理
す
る
と
以
下
の
と
お

り
と
な
り
ま
す
。

a 

．10
分
間
以
上
作
動
：
自
火
報
の
警
報
系
、

ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設
備
等（
⑩
、
⑫
～

⑭
）

b 

．
20
分
間
以
上
作
動
：
誘
導
灯（
⑮
）

c 

．30
分
間
以
上
作
動
：
屋
内
消
火
栓
設
備
、

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等（
①
、
③
～
⑤
、

⑨
、
⑰
、
⑲
、
⑳
）

d 

．
1
時
間
以
上
作
動
：
不
活
性
ガ
ス
消
火

設
備
、
自
火
報
の
監
視
系
等（
⑥
～
⑧
、

⑩
、
⑭
、
⑯
）

e 

．
2
時
間
以
上
作
動
：
連
結
送
水
管
の
加

圧
送
水
装
置（
⑱
）

以
上
の
よ
う
に
、
消
防
用
設
備
等
の
役
割
や

特
性
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
容
量
の
非
常
電
源

が
要
求
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
最
多
数
を
占
め
て

い
る
の
は
30
分
タ
イ
プ
の
も
の
で
す
。

非
常
電
源
の
容
量
等
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